
（増刊 53）東 京 都 公 報令和8年4月1日（水曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

５３

告

示

○
都
税
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
主
税
局
徴
収
部
徴
収
指
導
課
）…
一

○
東
京
都
太
田
記
念
館
の
個
室
利
用
料
の
徴
収
委
託
…
…
…

…
…
…
…
…（
生
活
文
化
局
都
民
生
活
部
地
域
活
動
推
進
課
）…
二

○
旅
券
法
関
係
手
数
料
条
例
に
よ
る
手
数
料
の
徴
収
委
託

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
生
活
文
化
局
都
民
生
活
部
旅
券
課
）…
二

○
東
京
都
育
英
資
金
貸
付
条
例
に
よ
る
返
還
金
の
収
納
委
託

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
生
活
文
化
局
私
学
部
私
学
振
興
課
）…
三

○
東
京
都
写
真
美
術
館
条
例
に
よ
る
特
別
閲
覧
料
の
徴
収
委

託
…
…
…
…
…
…（
生
活
文
化
局
文
化
振
興
部
文
化
事
業
課
）…
三

○
東
京
ウ
ィ
メ
ン
ズ
プ
ラ
ザ
の
使
用
料
の
徴
収
委
託
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
生
活
文
化
局
東
京
ウ
ィ
メ
ン
ズ
プ
ラ
ザ
）…
三

○
東
京
都
計
量
検
定
所
の
手
数
料
の
徴
収
委
託
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
生
活
文
化
局
計
量
検
定
所
管
理
指
導
課
）…
三

○
東
京
都
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
に
よ
る
使
用
料

の
徴
収
委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…（
ス
ポ
ー
ツ
推
進
本
部
ス
ポ
ー
ツ
施
設
部
経
営
企
画
課
）…
三

○
建
築
士
事
務
所
の
業
務
報
告
書
閲
覧
手
数
料
の
徴
収
委
託

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
企
画
課
）…
四

○
建
設
業
許
可
申
請
手
数
料
等
の
収
納
委
託
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
設
業
課
）…
四

○
宅
地
建
物
取
引
士
証
交
付
申
請
手
数
料
の
徴
収
委
託
…
…

…
…
…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
民
間
住
宅
部
不
動
産
業
課
）…
四

○
東
京
都
営
住
宅
条
例
等
に
よ
る
使
用
料
等
の
収
納
委
託

…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
指
導
管
理
課
）…
五

○
東
京
都
営
住
宅
条
例
等
に
よ
る
手
数
料
の
徴
収
委
託
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
五

○
東
京
都
自
動
車
排
出
ガ
ス
試
験
等
手
数
料
条
例
に
よ
る
手

数
料
の
徴
収
委
託
…
…
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
五

○
電
気
工
事
士
法
関
係
手
数
料
条
例
に
よ
る
手
数
料
の
徴
収

委
託
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
環
境
保
安
課
）…
六

○
東
京
都
廃
棄
物
条
例
に
よ
る
手
数
料
の
徴
収
委
託
…
…
…

…
…
…
…（
環
境
局
資
源
循
環
推
進
部
一
般
廃
棄
物
対
策
課
）…
六

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

指
定
公
金
事
務
取
扱

者
の
名
称
及
び
所
在

地

指
定
公
金
事
務
取
扱

者
に
委
託
し
た
公
金

事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容

指
定
日
及
び
委
託
日

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ

ー
タ

江
東
区
豊
洲
三
丁
目

三
番
三
号

都
税
収
納
事
務
の
と

り
ま
と
め
及
び
モ
バ

イ
ル
レ
ジ
に
よ
る
、

東
京
都
都
税
条
例

（
昭
和
二
十
五
年
東

京
都
条
例
第
五
十
六

号
。
以
下
「
条
例
」

令
和
八
年
四
月
一
日

と
い
う
。
）
に
規
定

す
る
個
人
の
事
業
税
、

不
動
産
取
得
税
、
自

動
車
税
（
普
通
徴
収

の
も
の
に
限
る
。
）
、

固
定
資
産
税
等
に
係

る
徴
収
金
の
収
納

株
式
会
社
し
ん
き
ん

情
報
サ
ー
ビ
ス

港
区
港
南
一
丁
目
八

番
二
十
七
号

Ｍ
Ｍ
Ｋ
設
置
店
の
表

示
の
あ
る
加
盟
店
舗

に
お
け
る
、
条
例
に

規
定
す
る
個
人
の
事

業
税
、
不
動
産
取
得

税
、
自
動
車
税
（
普

通
徴
収
の
も
の
に
限

る
。
）
、
固
定
資
産

税
等
に
係
る
徴
収
金

の
収
納

同
右

株
式
会
社
セ
ブ
ン－

イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ

ン千
代
田
区
二
番
町
八

番
地
八

直
営
店
舗
及
び
加
盟

店
舗
に
お
け
る
、
条

例
に
規
定
す
る
個
人

の
事
業
税
、
不
動
産

取
得
税
、
自
動
車
税

（
普
通
徴
収
の
も
の

に
限
る
。
）
、
固
定

資
産
税
等
に
係
る
徴

収
金
の
収
納

同
右

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ

ー
マ
ー
ト

港
区
芝
浦
三
丁
目
一

番
二
十
一
号

同
右

同
右

株
式
会
社
ポ
プ
ラ

広
島
県
広
島
市
安
佐

北
区
安
佐
町
大
字
久

地
六
百
六
十
五
番
地

の
一

同
右

同
右

ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式

会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜

同
右

同
右
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区
中
瀬
一
丁
目
五
番

地
の
一

山
崎
製
パ
ン
株
式
会

社千
代
田
区
岩
本
町
三

丁
目
十
番
一
号

同
右

同
右

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

品
川
区
大
崎
一
丁
目

十
一
番
二
号

同
右

同
右

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム

株
式
会
社

千
代
田
区
内
幸
町
一

丁
目
二
番
二
号

都
税
収
納
事
務
の
と

り
ま
と
め
及
び
Ｐ
ａ

ｙ
Ｂ
に
よ
る
、
条
例

に
規
定
す
る
個
人
の

事
業
税
、
不
動
産
取

得
税
、
自
動
車
税

（
普
通
徴
収
の
も
の

に
限
る
。
）
、
固
定

資
産
税
等
に
係
る
徴

収
金
の
収
納

同
右

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社

港
区
高
輪
二
丁
目
二

十
一
番
一
号

Ｔ
Ｈ

Ｅ

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
Ｐ
Ｉ

Ｌ
Ｌ
Ａ
Ｒ

１

Ｎ

Ｏ
Ｒ
Ｔ
Ｈ

ａ
ｕ

Ｐ
Ａ
Ｙ
に
よ

る
、
条
例
に
規
定
す

る
個
人
の
事
業
税
、

不
動
産
取
得
税
、
自

動
車
税
（
普
通
徴
収

の
も
の
に
限
る
。
）
、

固
定
資
産
税
等
に
係

る
徴
収
金
の
収
納

同
右

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド

コ
モ

千
代
田
区
永
田
町
二

丁
目
十
一
番
一
号

ｄ
払
い
に
よ
る
、
条

例
に
規
定
す
る
個
人

の
事
業
税
、
不
動
産

取
得
税
、
自
動
車
税

（
普
通
徴
収
の
も
の

に
限
る
。
）
、
固
定

資
産
税
等
に
係
る
徴

収
金
の
収
納

同
右

株
式
会
社
み
ず
ほ
銀

行千
代
田
区
大
手
町
一

丁
目
五
番
五
号

Ｊ－

Ｃ
ｏ
ｉ
ｎ

Ｐ

ａ
ｙ
に
よ
る
、
条
例

に
規
定
す
る
個
人
の

事
業
税
、
不
動
産
取

同
右

得
税
、
自
動
車
税

（
普
通
徴
収
の
も
の

に
限
る
。
）
、
固
定

資
産
税
等
に
係
る
徴

収
金
の
収
納

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式

会
社

千
代
田
区
紀
尾
井
町

一
番
三
号

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
に
よ

る
、
条
例
に
規
定
す

る
個
人
の
事
業
税
、

不
動
産
取
得
税
、
自

動
車
税
（
普
通
徴
収

の
も
の
に
限
る
。
）
、

固
定
資
産
税
等
に
係

る
徴
収
金
の
収
納

同
右

楽
天
銀
行
株
式
会
社

港
区
港
南
二
丁
目
十

六
番
五
号

楽
天
銀
行
ア
プ
リ
に

よ
る
、
条
例
に
規
定

す
る
個
人
の
事
業
税
、

不
動
産
取
得
税
、
自

動
車
税
（
普
通
徴
収

の
も
の
に
限
る
。
）
、

固
定
資
産
税
等
に
係

る
徴
収
金
の
収
納

同
右

楽
天
ペ
イ
メ
ン
ト
株

式
会
社

港
区
港
南
二
丁
目
十

六
番
五
号

楽
天
ペ
イ
に
よ
る
、

条
例
に
規
定
す
る
個

人
の
事
業
税
、
不
動

産
取
得
税
、
自
動
車

税
（
普
通
徴
収
の
も

の
に
限
る
。
）
、
固

定
資
産
税
等
に
係
る

徴
収
金
の
収
納

同
右

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

名
称

株
式
会
社
ア
イ
デ
ン
ト

㈡

所
在
地

狛
江
市
猪
方
四
丁
目
一
番
一
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
太
田
記
念
館
管
理
規
則
（
平
成
二
年
東
京
都
規
則
第
二

十
五
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
個
室
利
用
料
の
徴
収

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

名
称

株
式
会
社
三
幸
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

㈡

所
在
地

板
橋
区
板
橋
二
丁
目
六
十
四
番
六
号

Ｔ
Ｕ
Ｋ
ビ

ル
二
階

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容旅

券
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
七
十

二
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
手
数
料
の
徴
収

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日
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四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

名
称

弁
護
士
法
人
ブ
レ
イ
ン
ハ
ー
ト
法
律
事
務
所

㈡

所
在
地

千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
一
号
新
国
際
ビ
ル

四
階

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
育
英
資
金
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都
条
例
第
三
十
一

号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
た
改
正
前
の
東
京
都
育
英
資
金
貸
付
条
例
（
平
成
十
二
年

東
京
都
条
例
第
十
八
号
）
第
十
一
条
に
規
定
す
る
返
還
金
の
収
納

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

名
称

公
益
財
団
法
人
東
京
都
歴
史
文
化
財
団

㈡

所
在
地

千
代
田
区
九
段
北
四
丁
目
一
番
二
十
八
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
写
真
美
術
館
条
例
（
平
成
二
年
東
京
都
条
例
第
二
十

号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
特
別
閲
覧
料
の
徴
収

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

名
称

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ア
カ
デ
ミ
ー
株
式
会
社

㈡

所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
七
丁
目
五
番
二
十
五
号

西
新
宿

プ
ラ
イ
ム
ス
ク
エ
ア
ビ
ル
一
階

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
ウ
ィ
メ
ン
ズ
プ
ラ
ザ
条
例
（
平
成
七
年
東
京
都
条
例
第
二

十
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
使
用
料
の
徴
収

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

㈡

所
在
地

江
東
区
新
砂
三
丁
目
三
番
四
十
一
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容計

量
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
七
十

四
号
）
第
二
条
、
東
京
都
計
量
受
託
検
査
条
例
（
昭
和
五
十
三
年

東
京
都
条
例
第
九
十
六
号
）
第
六
条
及
び
東
京
都
事
務
手
数
料
条

例
（
昭
和
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
三
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す

る
手
数
料
の
徴
収

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
六
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
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三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
社
団
法
人
東
京
都
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
協
会

新
宿
区
神
楽
河
岸
一
番
一
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
東

京
都
条
例
第
二
十
四
号
）
第
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

宿
泊
室
の
使
用
料
の
徴
収

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
六
十
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

一
般
社
団
法
人
東
京
都
建
築
士
事
務
所
協
会

新
宿
区
新
宿
五
丁
目
十
七
番
十
七
号

渡
菱
ビ
ル
三
階

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容

東
京
都
事
務
手
数
料
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
三

十
号
）
第
二
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
建
築
士
事
務
所
の
設
計
等

の
業
務
に
関
す
る
報
告
書
の
閲
覧
手
数
料
の
徴
収

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
六
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

名
称

ヒ
ュ
ー
マ
ン
リ
ソ
シ
ア
株
式
会
社

㈡

所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
七
丁
目
五
番
二
十
五
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容

手
数
料
の
名
称

根

拠

規

定

建
設
業
及
び
解
体
工
事
業

関
係
証
明
手
数
料

東
京
都
事
務
手
数
料
条
例
（
昭
和
二

十
四
年
東
京
都
条
例
第
三
十
号
）
第

二
条
第
一
号
及
び
同
条
第
四
号

建
設
業
許
可
申
請
手
数
料

東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条

例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
七

十
七
号
）
別
表
一
の
部
第
四
の
款
一

の
項

建
設
業
許
可
更
新
申
請
手

数
料

東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条

例
別
表
一
の
部
第
四
の
款
二
の
項

経
営
規
模
等
評
価
手
数
料

東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条

例
別
表
一
の
部
第
四
の
款
六
の
項

総
合
評
定
値
通
知
手
数
料

東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条

例
別
表
一
の
部
第
四
の
款
七
の
項

経
営
状
況
分
析
手
数
料

東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条

例
別
表
一
の
部
第
四
の
款
八
の
項

浄
化
槽
工
事
業
登
録
申
請

手
数
料

東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条

例
別
表
一
の
部
第
五
の
款
一
の
項

浄
化
槽
工
事
業
更
新
登
録

申
請
手
数
料

東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条

例
別
表
一
の
部
第
五
の
款
二
の
項

浄
化
槽
工
事
業
者
登
録
簿

謄
本
交
付
手
数
料

東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条

例
別
表
一
の
部
第
五
の
款
三
の
項

浄
化
槽
工
事
業
者
登
録
簿

閲
覧
手
数
料

東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条

例
別
表
一
の
部
第
五
の
款
四
の
項

解
体
工
事
業
者
登
録
申
請

手
数
料

東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条

例
別
表
一
の
部
第
十
の
款
一
の
項

解
体
工
事
業
者
登
録
更
新

申
請
手
数
料

東
京
都
都
市
整
備
局
関
係
手
数
料
条

例
別
表
一
の
部
第
十
の
款
二
の
項

建
設
業
許
可
の
申
請
、
変

更
の
届
出
等
に
係
る
書
類

又
は
こ
れ
ら
の
写
し
の
閲

覧
手
数
料

東
京
都
事
務
手
数
料
条
例
第
二
条
第

十
二
号

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
六
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

所

在

地

公
益
社
団
法
人
東
京
都
宅
地
建

物
取
引
業
協
会

千
代
田
区
富
士
見
二
丁
目
二

番
四
号

公
益
社
団
法
人
全
日
本
不
動
産

協
会

千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
番
三

十
号

一
般
社
団
法
人
不
動
産
協
会

千
代
田
区
霞
が
関
三
丁
目
二

番
五
号

一
般
社
団
法
人
全
国
住
宅
産
業

協
会

千
代
田
区
麴
町
五
丁
目
三
番

地

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容宅

地
建
物
取
引
業
法
等
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京

都
条
例
第
九
十
二
号
）
別
表
に
規
定
す
る
法
定
講
習
修
了
者
か
ら

徴
収
す
る
宅
地
建
物
取
引
士
証
の
交
付
申
請
手
数
料
及
び
宅
地
建

物
取
引
士
証
の
有
効
期
間
の
更
新
申
請
手
数
料
の
徴
収

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
六
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

名
称

東
京
都
住
宅
供
給
公
社

㈡

所
在
地

渋
谷
区
神
宮
前
五
丁
目
五
十
三
番
六
十
七
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
、

東
京
都
福
祉
住
宅
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
条
例
第
三
十
八

号
）
、
東
京
都
引
揚
者
住
宅
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例

第
六
十
一
号
）
、
東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
（
昭
和
六
十

三
年
東
京
都
条
例
第
百
三
号
）
及
び
東
京
都
特
定
公
共
賃
貸
住
宅

条
例
（
平
成
五
年
東
京
都
条
例
第
六
十
五
号
）
に
規
定
す
る
使
用

料
等
の
収
納

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
六
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠

名
称

東
京
都
住
宅
供
給
公
社

㈡

所
在
地

渋
谷
区
神
宮
前
五
丁
目
五
十
三
番
六
十
七
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
、

東
京
都
福
祉
住
宅
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
条
例
第
三
十
八

号
）
、
東
京
都
引
揚
者
住
宅
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例

第
六
十
一
号
）
、
東
京
都
地
域
特
別
賃
貸
住
宅
条
例
（
昭
和
六
十

三
年
東
京
都
条
例
第
百
三
号
）
及
び
東
京
都
特
定
公
共
賃
貸
住
宅

条
例
（
平
成
五
年
東
京
都
条
例
第
六
十
五
号
）
に
規
定
す
る
使
用

許
可
、
使
用
料
等
、
収
入
超
過
者
及
び
高
額
所
得
者
の
証
明
に
係

る
東
京
都
事
務
手
数
料
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
東
京
都
条
例
第
三

十
号
）
に
規
定
す
る
手
数
料
の
徴
収

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
六
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
都
環
境
公
社

墨
田
区
江
東
橋
四
丁
目
二
十
六
番
五
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容東

京
都
自
動
車
排
出
ガ
ス
試
験
等
手
数
料
条
例
（
平
成
十
一
年

東
京
都
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
自
動
車
の
排
出

ガ
ス
等
に
関
す
る
試
験
に
係
る
手
数
料
の
徴
収

三

指
定
日
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令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
六
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ア
カ
デ
ミ
ー
株
式
会
社

新
宿
区
西
新
宿
七
丁
目
五
番
二
十
五
号
西
新
宿
プ
ラ
イ
ム
ス
ク

エ
ア
ビ
ル
一
階

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
の

内
容電

気
工
事
士
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例

第
八
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
電
気
工
事
士
免
状
の
交
付
等

に
係
る
手
数
料
の
徴
収

三

指
定
日

令
和
八
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
六
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
都
環
境
公
社

墨
田
区
江
東
橋
四
丁
目
二
十
六
番
五
号

二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委
託
し
た
公
金
事
務
に
係
る
歳
入
又

は
歳
出
の
内
容

東
京
都
廃
棄
物
条
例
（
平
成
四
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
号
）

第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
の
受
入
れ
に
係
る

手
数
料
の
徴
収
及
び
支
出

三

指
定
日

令
和
七
年
四
月
一
日

四

委
託
日

令
和
八
年
四
月
一
日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


